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のびるっこ保育園 重要事項説明書 
 

 保育・教育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

１ 事業者の運営主体 

事業者の名称 社会福祉法人 純伸福祉会  

事業者の所在地 沖縄県南城市大里字仲間４５８番４ 

事業者の電話番号・ＦＡＸ TEL:098-945-8806 

代表者氏名 我如古 智美 

定款の目的に定めた事業 保育所の経営 

 

２ 施設の概要 

種別 保育所 

名称 のびるっこ保育園 

所在地 沖縄県南城市大里字仲間４５８番４ 

電話番号・ＦＡＸ TEL:098-945-8806 FAX：098-851-3828 

施設長氏名 武富 美博 

開設年月日 令和 ２年 ８月 １日 

利用定員（年齢別） ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

       １２人 １２人 １２人 １８人 １８人 １８人 

取扱う保育事業 延長保育事業 

 

３ 施設・設備の概要  

敷地面積 １１８９.００㎡ 

園舎 構造 鉄筋コンクリート造  ３階建て      

 延床面積 ８１１.０８㎡ 

施設設備の数と面積  

０歳児室 １室 ４９.８３㎡ 

 １歳児室 １室 ５３．４４㎡ 

 ２歳児室 １室 ４８.７６㎡ 

 ３歳児室 １室 ４８.７４㎡ 

 ４歳児室 １室 ５３．４４㎡ 

 ５歳児室 １室 ３７．２９㎡ 

 調 理 室 １室 ３５.８４㎡ 

 医務室 １室 ２.００㎡ 

 事務室 １室 ３２.００㎡ 

 そ の 他  ４５３.５２㎡ 

設備の種類 冷暖房等 

屋外遊戯場（園庭） 屋外遊戯場 ２７０.１０㎡ 

 

４ 施設の目的、運営方針 

目的 

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することによ  

り、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的と  

します。 

運営方針  

当園は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下｢利用乳幼児｣という。）の最善の利    

益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるもの  

とする。 

 

５ 職員体制 

施設長 １人 主任保育士 １名 副主任保育士 １名 

保育士 １９人 （常勤：１７人、非常勤 ２人） 

保育補助者 ２名 看護師 １名 

調理員（栄養士除く） ３人 （常勤：  ３人、非常勤 ０人）栄養士 １名 

事務員 ２人 （常勤：２人）用務員 １名  

その他（嘱託医） ２人 （非常勤 ２人） 

職員数に関しては、利用児童の入園状況により前後する。 

６ 保育・教育を提供する日 

開所日 日曜日、国民の祝祭日、慰霊の日、年末年始以外開所 

休所日 日曜日、国民の祝祭日、慰霊の日、年末年始 

 

７ 保育・教育を提供する時間 

（１）開所時間 

月曜日から金曜日 午前７時００分から午後６時００分まで 

土曜日       午前７時００分から午後６時００分まで 

 

（２）保育標準時間認定に関する保育時間（11時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（11時間） 午前７時００分から午後６時００分まで 

土曜日の保育時間（11時間）       午前７時００分から午後６時００分まで 

延長保育時間           夕：午後６時００分から午後７時００分まで 

 

（３）保育短時間認定に関する保育時間（８時間） 

月曜日から金曜日の保育時間（８時間） 午前９時００分から午後５時００分まで 

土曜日の保育時間（８時間）       午前９時００分から午後５時００分まで 

延長保育時間           朝：午前７時００分から午前９時００分まで 

夕：午後５時００分から午後７時００分まで 

 

８ 利用料金 

利用料（利用者負担） 保護者が居住する市町村が定める利用料 

延長保育料 ３０分あたり１５０円 

３歳児以上主食費 月額   １，０００円 

３歳児以上副食費 月額   ５，５００円 

引き落とし手数料    月額     １１０円 

※主食費、副食費共に補助があった際は、控除した額を納めるものとする。 

 その他の費用 

その他の諸経費に関して、次の表に定める金額を徴収する場合がある。ただし、金額につい 

ては、物品購入先取引業者の都合により、若干増減することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルバム代、DVD（運動会・卒園式・お遊戯会）、月間絵本代、園外保育（観劇等）については、 

実費相当額を徴収 

 

９ 支払方法   翌月に徴収袋で徴収する 

 

10 提供する保育・教育の内容 

当園は、保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚生労働省告示１１７号）に基づき以下に掲げる  

保育その他の便宜の提供を行う。 

（１）特定教育・保育（第１０条に規定する時間において提供する保育をいう。以下同じ。） 

（２）養護と教育の一体的な提供 

（３）食事の提供 

（４）子育て家庭に対する支援 

（５）延長保育事業 

（６）その他保育に係る行事等 

 

＜クラス編成＞ 

年齢 クラス名 

0歳児 す み れ 

1歳児 も も 

２歳児 ば ら 

３歳児 ゆ り 

４歳児 さ く ら 

５歳児 ひ ま わ り 

 

＜給食の提供にあたって＞ 

給食については、自園調理で暖かいご飯をすぐに提供する。 

  献立については、管理栄養士が作成したメニューを使う。 

 食育については、園児が自分でそだてた野菜を使った料理や 

  芋掘り等で食に関する知識を教えながら保育をする。 

 

＜アレルギー対応について＞ 

当園は、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に則り、のびるっこ保育園 

アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努めています。 

 アレルギーについては、アレルギーの子どもの食器の色を変えて一目でわかる 

ようにする。配膳に関しては、必ず担任が行う。 

 

11 保護者に用意していただくもの 

（１）入園時にご用意いただくもの 

・住所を確認するもの・保護者の緊急連絡先 

・かかりつけのお医者さんの情報 

・児童の健康や体調を確認するもの（児童票元） 

・お布団等 

 

（２）毎日持参いただくもの 

・通園かばん 

・手拭タオル、おしぼりタオル、着替え等 

・連絡帳  

（３）服装について 

・動きやすく、脱ぎきしやすい服装 

 

12 登園・降園について 

（１）登園にあたっては、次の点に留意してください。 

  毎日当園前にお子さんの体温を測り連絡帳に必ず記載して下さい。 

   体調が悪い園児について、家庭保育をお願いします。 

（２）降園にあたっては、次の点に留意してください。 

   近隣の住民の皆様に迷惑になりますので、敷地外への路上駐車はお止めください。 

 

商品名 金額 商品名 金額

1 名札（くま（普及）） 90 1 名札（くま（普及）） 90

2 園児帽 890 2 園児帽 890

3 れんらくちょう 900 3 クレヨン 580

4 ねんど板 420

5 ねんどベラ 200

1,880¥    6 イタリアンねんど 270

7 ねんどケース 240

8 おどうぐ箱 500

商品名 金額 9 パレードのり 180

1 名札（くま（普及）） 90 10 じゆうが 220

2 園児帽 890 11 はさみ くまさん キャップ付 410

3 れんらくちょう 900 12 れんらくちょう 900

13 体操服 2600

1,880¥    

合計金額 7,500¥    

商品名 金額

1 名札（くま（普及）） 90 商品名 金額

2 園児帽 890 1 名札（くま（普及）） 90

3 クレヨン 580 2 園児帽 890

4 ねんど板 420 3 クレヨン 580

5 ねんどベラ 200 4 ねんど板 420

6 イタリアンねんど 270 5 ねんどベラ 200

7 ねんどケース 240 6 イタリアンねんど 270

8 おどうぐ箱 500 7 ねんどケース 240

9 パレードのり 180 8 おどうぐ箱 500

10 じゆうが 220 9 パレードのり 180

11 はさみ くまさん キャップ付 410 10 じゆうが 220

12 れんらくちょう 900 11 はさみ くまさん キャップ付 410

12 れんらくちょう 900

13 体操服 2600

4,900¥    

合計金額 7,500¥    

3歳児（ゆり組）

4歳児（さくら組）

合計金額

合計金額

合計金額

0歳児（すみれ組）

1歳児（もも組）

2歳児（ばら組）
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13 保育園と保護者との連携について 

保育は保護者とともに子どもを育てる営みであり、子どもの24時間の生活を視野に入れ、保護者の  

気持ちに寄り添いながら家庭との連携を密にして保育を行います。心配なこと、分からないことはいつ  

でも職員にお尋ねください。 

連絡帳へ記入していただくか、直接、担任保育士にご相談ください。 

新しい情報などは園だよりで公表していきます。 

 

14 健康診断、健康管理について 

（１）健康診断 

沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年12月条例第85号）に規   

定する定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和33年法律第56号）に規定する健 

康診断に準じて実施しています。 

園児健康診断    全園児 年２回 

歯科健診      全園児 年２回 

ぎょう虫（卵）検査 全園児 年2回 

尿検査       全園児 年2回  

 

（２）健康管理、病気のときの対応 

・体温測定 

 ０・１・２歳児は登園時に体温測定、午後に2度体温測定 

 登園前に体温を測定し、連絡帳へ記載 

・発熱時の対応 

 直接保護者に連絡を取ってお迎えに来てもらう 

・「登園届」について 

感染症など場合には、医師に完治証明書が必要な場合には、その証明書を持って登園可能とする。必    

要が無い場合には、保護者に登園届を記載して貰い登園可能とする。 

・園での投薬 

連絡帳へあげる量（１回分）、個数を記載してもらい、それが一致した場合のみ投薬する。記載されて  

いる量とお預かりした薬の個数、量が違う場合には、保護者へ確認をする。 

 

15 感染症対策について 

感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」

に則り、感染症及び食中毒の予防のための衛生管理を、適切に実施します。 

・園での予防対策 

 手洗い、うがいを徹底させる。 

・発生した場合の連絡 

 クラスごとに発生した感染症の内容を記載し注意を促す。  

 

16 嘱託医 

以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。 

医療機関の名称 あいわクリニック 

医 院 長 名 伊佐 真之 

所  在  地 沖縄県中頭郡西原町字池田766番地の2 

電 話 番 号 ０９８－９４６－５５５８ 

18 嘱託歯科医 

以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。 

医療機関の名称 よなばる中央歯科 

医 院 長 名 照屋 均 

所  在  地 沖縄県島尻郡与那原町字与那原77番地 

電 話 番 号 ０９８－９４５－５５８８ 

 

17 緊急時における対応 

保育・教育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、お子さまの保護 

者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡します。また、嘱託医又は子どもの主治医に相談する等  

の措置を講じます。 

保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所が責任を持って、しか

るべき対処を行いますので、あらかじめ御了承願います。 

  

 

＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署 ０９８－９４５－０１１０ 

消防署 ０９８－９４８－２５１２ 

保健所 ０９８－８８９－６３５１ 

 

18 非常災害時の対策 

  非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、 

毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。 

防火管理者  武富 美博 

避難訓練 避難・消化訓練を毎月1回行う 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器 など 

 

19 賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 賠償責任保険 

保険の内容 給食おやつの保険(食中毒) 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保険金額  

(施設賠)1名・1事故につき10億円、対物1,000万円 

（生産物賠）1名1事故につき1,000万円を上限とする 

 

20 業務の質の評価について 

保育所の自己評価  

実施方法：保育士等の自己評価に基づき、全員で話し合い年１回、自己評価を実施 

公表方法：園のホームページに掲載（年度内整備予定） 

外部評価 実施方法：今のところ実施の予定なし 

 

21 苦情相談窓口 

  要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

相談・苦情受付担当者 氏名 武富 優美 

相談・苦情解決責任者 氏名 武富 美博 

第三者委員 上間 浩也 

       屋比久 純子 

受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。 

玄関の入り口にご意見箱を設置しています。 

 

22 地域の育児支援について 

・家庭保育者に対する子育てに関する相談 

 

23 感染症等による保育のあり方に関して 

＊新型コロナウィルス感染症関連＊ 

（１）登所前に検温を行い、37.5℃以上の発熱が認められた際には、登園をご遠慮いただきます 

ようお願いします。 

（２）過去に発熱等が認められた場合にあたっては、解熱後24時間以上経過し、呼吸器症状が 

改善傾向となるまでは、登園をお控えください。 

（３）感染拡大や、今後の動向により、やむを得ず休園措置を講ずることがあります。 

 

 

 

 

＊土曜日保育に関して（おねがい）＊ 

保護者の皆様の就労形態変化に伴い、のびるっこ保育園においては、 11 時間の通常開園に加え、１

時間の延長保育を行い１２時間開園（7:00～19:00）し、多様なニーズ（就労形態）に応えようと実施し

ているところです。それに対応するために職員のシフト体制も多様化（長時間化）しています。現行の

保育制度は、原則、保育時間おおむね８時間とされておりますが、前述した保護者の皆様の労働形態に

対応するために、各々の保育園にて開園時間を延ばし努力しているところです。日々の保育を充実させ

るためには、職員の週休を土曜日になるべく実施し、通常保育の日には極力担任が欠けない状態で保育

を行いたいと思います。また、保育の質が問われる現在、職員間の共通理解を深める会議及び保育団体

研修会は土曜日・日曜日を利用して開催されることが多く、より多くの職員を派遣し研鑚を積ませたい

ところです。そこで、お仕事がお休みの方は、ご家庭で過ごしていただき乳幼児期の大切な時間を親子

で関わり、愛情を深めてほしいと思います。もちろん、お子さまの育ちのみならず、保護者の皆様の就

労支援も保育園の大切な役割ですので、お仕事の方や用事等があれば登園可能です。ご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。 

 


